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障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく居宅
きょたく

介護
かいご

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

 

ヘルパーステーションあおぞら重
じゅう

要
よう

事
じ

項
こう

説
せつ

明
めい

書
しょ

 

 

１ ヘルパーステーションあおぞらの概 要
がいよう

 

（１） 事 業
じぎょう

主 体
しゅたい

概 要
がいよう

 

事 業
じぎょう

主 体 名
しゅたいめい

 社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

青 空 会
あおぞらかい

 

代 表 者
だいひょうしゃ

氏名
しめい

 理事長
りじちょう

 古川
こがわ

 崇
たかし

 

所在地
しょざいち

 青森市
あおもりし

奥野
おくの

２丁 目
ちょうめ

２７番
ばん

１０号
ごう

 

  

（２）サービスを 提 供
ていきょう

する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

について 

事 業 所 名
じぎょうしょめい

 ヘルパーステーションあおぞら 

所在地
しょざいち

 青森市
あおもりし

筒 井
つつい

４丁 目
ちょうめ

８番
ばん

１７号
ごう

 

電話番号
でんわばんごう

 ０１７－７６３－４５７５ 

ＦＡＸ
ふぁっくす

番 号
ばんごう

 ０１７－７６３－４５２２ 

事 業 所
じぎょうしょ

番 号
ばんごう

（居 宅
きょたく

介護
かいご

） ０２１０１０１５７２ 

事 業 所
じぎょうしょ

番 号
ばんごう

（重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

） ０２１０１０１５７２ 

サービスを 提 供
ていきょう

できる地域
ちいき

※ 青森市
あおもりし

 

    ※上 記
じょうき

地域
ちいき

以外
いがい

にお住
す

まいの方
かた

でもご希望
きぼう

の方
かた

はご相
そう

談
だん

下
くだ

さい。 

  

（３）サービスの 提 供
ていきょう

時間帯
じかんたい

 

   
早 朝
そうちょう

 

６：００～８：００ 

通 常
つうじょう

時間帯
じかんたい

 

８：００～１８：００ 

夜間
やかん

 
１８：００～２２：００ 

深夜
しんや

 
２２：００～６：００ 

平 日
へいじつ

 ○ ○ ○ × 

土
ど

・日
にち

・ 祝 日
しゅくじつ

 ○ ○ ○ × 
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（４）当 事 業 所
とうじぎょうしょ

の 職 員
しょくいん

体 制
たいせい

 

職
しょく

  名
めい

 資
し

  格
かく

 常 勤
じょうきん

 非 常 勤
ひじょうきん

 兼務
けんむ

 合 計
ごうけい

 業 務
ぎょうむ

内 容
ないよう

 

管理者
かんりしゃ

 介護
かいご

福祉士
ふくしし

 － １名
めい

 有
あり

 １名
めい

 業 務
ぎょうむ

の管理
かんり

等
とう

 

サービス 

提 供
ていきょう

責 任 者
せきにんしゃ

 
介護
かいご

福祉士
ふくしし

 １名
めい

 

１名
めい

 有
あり

 ２名
めい

 利用
りよう

調 整
ちょうせい

・ 技 術
ぎじゅつ

指導
しどう

等
とう

 － 無
なし

 ‐ 

従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

 

介護
かいご

福祉士
ふくしし

 

１名
めい

 １名
めい

 有
あり

 ２名
めい

 

入 浴
にゅうよく

・ 排
はい

せつ・

食 事
しょくじ

等
とう

の 生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

にわたる援 助
えんじょ

 

－ ２名
めい

 無
なし

 ２名
めい

 

介護
かいご

職 員
しょくいん

実務者
じつむしゃ

研 修
けんしゅう

 
－ － 無

なし

 － 

ヘルパー１ 級
きゅう

 

ヘルパー２ 級
きゅう

 
－ － 無

なし

 － 

運 転 手
うんてんしゅ

 

ヘルパー 

２ 級
きゅう

 
－ － 無

なし

 － 

運 転
うんてん

業 務
ぎょうむ

等
とう

 

その他 － － 無
なし

 － 

合 計
ごうけい

（管理者
かんりしゃ

除
のぞ
く） － ２名

めい

 ４名
めい

 － ６名
めい

 － 

 

（５）サービス内 容
ないよう

 

・身 体
しんたい

介護
かいご

：食 事
しょくじ

介 助
かいじょ

、排 泄
はいせつ

介 助
かいじょ

、衣類
いるい

着 脱
ちゃくだつ

介 助
かいじょ

、 入 浴
にゅうよく

介 助
かいじょ

、清 拭
せいしき

、 

洗 髪
せんぱつ

、その他
た
必 要
ひつよう

な介 助
かいじょ

 

・家事
かじ

援 助
えんじょ

：調 理
ちょうり

、洗 濯
せんたく

、衣類
いるい

補 修
ほしゅう

、掃除
そうじ

、買
か
い物
もの
、その他

た
必 要
ひつよう

な家事
かじ

援 助
えんじょ

 

・通 院
つういん

等
とう

介 助
かいじょ

：通 院
つういん

等
とう
に係
かか
る一 連
いちれん

の行為
こうい

の援 助
えんじょ

。身 体
しんたい

介護
かいご

を伴う場合
ばあい

と身 体
しんたい

 

介護
かいご

を伴わない場合
ばあい

があります。 

・重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

：重 度
じゅうど

の肢体
したい

不自由者
ふじゆうしゃ

及び
およ 

知的
ちてき

等
とう
で常 時
じょうじ

介護
かいご

を要
よう
する 障

しょう
がい者

しゃ
 

に対
たい
して、居 宅

きょたく
における 入 浴

にゅうよく
、排
はい
せつ又

また
は食 事
しょくじ

の介護
かいご

、その他
た
 

厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

省 令
しょうれい

で定
さだ
める便宜

べんぎ
及
およ
び 外 出
がいしゅつ

時
じ
における移 動 中

いどうちゅう
の 

介護
かいご

を総 合 的
そうごうてき

に行
おこ
います。 
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  ・通 院
つういん

等
とう

乗 降
じょうこう

介 助
かいじょ

：通 院
つういん

等
とう

のため、 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

が、 自
みずか

らの運 転
うんてん

する 車 両
しゃりょう

へ 

の 乗 車
じょうしゃ

・降 車
こうしゃ

の介 助
かいじょ

を 行
おこな

うとともに、併
あわ

せて、 

乗 車 前
じょうしゃまえ

・降車後
こうしゃご

の屋 内 外
おくないがい

における移動
いどう

等
とう

の介 助
かいじょ

、 

通 院 先
つういんさき

や 外 出 先
がいしゅつさき

での受
じゅ

診
しん

等
とう

の手続
てつづ

き・移動
いどう

等
とう

の介 助
かいじょ

 

を 行
おこな

います。 

※ 受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

の内 容
ないよう

によって受
う
けられるサービスが異

こと
なります。 

 

２ 事 業
じぎょう

の目 的
もくてき

及
およ
び運 営
うんえい

方 針
ほうしん

 

 （１）事 業
じぎょう

の目 的
もくてき

 

この事 業 所
じぎょうしょ

が 行
おこな

う指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

及
およ

び指定
してい

重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

（以下
いか

「指定
して

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
」といいます。）の事 業

じぎょう
は、利用者

りようしゃ
等
とう
が居 宅
きょたく

において、入 浴
にゅうよく

、排
はい
せつ、食 事

しょくじ

の介護
かいご

その他
ほか
の 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

にわたる援 助
えんじょ

を 行
おこな

うことにより、その利用者
りようしゃ

が可能
かのう

な

限
かぎ
りその居 宅

きょたく
において、その有

ゆう
する 能 力

のうりょく
に応
おう
じ自立
じりつ

した 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を 営
いとな

むこと

ができるように支援
しえん

することを目 的
もくてき

とします。 

（２）運 営
うんえい

方 針
ほうしん

 

運 営
うんえい

の方 針
ほうしん

は、次
つぎ
に掲
かか
げるところによるものとします。 

ア  事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、 自
みずか

らその 提 供
ていきょう

する指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
の質
しつ
の評 価
ひょうか

を 行
おこな

い、

計 画 的
けいかくてき

に 行
おこな

います。 

イ  事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
の 提 供
ていきょう

に当
あ
たっては、居 宅

きょたく
介護
かいご

計 画
けいかく

及
およ
び

重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

計 画
けいかく

に基
もと
づき、利用者

りようしゃ
が 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を 営
いとな

むのに必 要
ひつよう

な

援 助
えんじょ

を 行
おこな

います。 
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ウ  事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
の 提 供
ていきょう

に当
あ
たっては、懇 切

こんせつ
丁 寧
ていねい

に 行
おこな

うこ

とを旨
むね
とし、利用者

りようしゃ
又
また
はその家族

かぞく
に対
たい
し、サービスの 提 供

ていきょう
方 法
ほうほう

等
とう
について、

理解
りかい

しやすいように説 明
せつめい

を 行
おこな

います。 

エ  事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
の 提 供
ていきょう

に当
あ
たっては、介護

かいご
技 術
ぎじゅつ

の進歩
しんぽ

に

対 応
たいおう

し、適 切
てきせつ

な介護
かいご

技 術
ぎじゅつ

をもってサービスの 提 供
ていきょう

を 行
おこな

います。 

オ  事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、常
つね
に利用者
りようしゃ

の心 身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

、その置
お
かれている 環 境

かんきょう
等
とう
の

的 確
てきかく

な把握
はあく

に努
つと
め、利用者

りようしゃ
又
また
はその家族

かぞく
に対
たい
し、適 切

てきせつ
な相 談
そうだん

及
およ
び助 言
じょげん

を

行
おこな

います。 

カ  事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、事 業
じぎょう

の実施
じっし

に当
あ
たっては、利用者

りようしゃ
の必 要
ひつよう

な時
とき
に必 要
ひつよう

な 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの 提 供
ていきょう

ができるよう努
つと
めるとともに、地域

ちいき
との結

むす
びつきを重 視

じゅうし
し、

利用者
りようしゃ

の所 在
しょざい

する市 町 村
しちょうそん

、他
ほか
の指定
してい

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
じ
業 者
ぎょうしゃ

その他
ほか

保健
ほけん

医 療
いりょう

サービス又
また
は福祉
ふくし

サービスを 提 供
ていきょう

する者
もの
との密 接

みっせつ
な連 携
れんけい

に努
つと
め

ます。 

キ  事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、前
ぜん
６項
こう
の他
ほか
、「青森市

あおもりし
指定
してい

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの事 業
じぎょう

の人 員
じんいん

、

設備
せつび

及
およ

び運 営
うんえい

に関
かん

する基 準
きじゅん

等
とう

を定
さだ

める 条 例
じょうれい

」（平 成
へいせい

２４年
ねん

青森市
あおもりし

条 例
じょうれい

第
だい
７５ 条

じょう
）に定

さだ
める内 容

ないよう
のほか関 係

かんけい
法 令
ほうれい

を 遵 守
じゅんしゅ

し、事 業
じぎょう

を実施
じっし

するものとします。 
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３ 利用
りよう

料 金
りょうきん

 

（１）自己
じこ

負担
ふたん

額
がく

 

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

によるサービスを 提 供
ていきょう

した際
さい
は、サービス 料 金

りょうきん
（厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

が

定
さだ
める額

がく
）のうち９割

わり
が、介護

かいご
給付費
きゅうふひ

の給 付
きゅうふ

対 象
たいしょう

になります。事
じ
業 者
ぎょうしゃ

が介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう
の給 付
きゅうふ

を市 町 村
しちょうそん

から 直 接
ちょくせつ

受
う
け取
と
る場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

負担分
ふたんぶん

として、サー

ビス利用
りよう

料 金
りょうきん

の１割
わり
の額
がく
を事
じ
業 者
ぎょうしゃ

にお支払
しはら

いただきます。このサービスは、利用
りよう

時間
じかん

によって負担
ふたん

額
がく
が変
か
わります。 

（２） 利 用 料
りようりょう

の変 更
へんこう

 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

支援法
しえんほう

等
とう
の改 正
かいせい

により、利 用 料
りようりょう

が変 更
へんこう

になる場合
ばあい

は、文 書
ぶんしょ

等
とう

でお知
し
らせします。 

（３） 利 用 料
りようりょう

の金 額
きんがく

 

ご負担
ふたん

いただく具体的
ぐたいてき

な金 額
きんがく

については、重 要
じゅうよう

事項
じこう

説 明 書
せつめいしょ

別紙
べっし

①でご確 認
かくにん

くだ

さい。 

（４） 複 数
ふくすう

の 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

によるサービス 

２人
ふたり

の居 宅
きょたく

介護
かいご

従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

により指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
を 行
おこな

うことについて、要 件
ようけん

を

満
み
たし利用者

りようしゃ
の同意
どうい

が得
え
られた場合

ばあい
、２人分
ふたりぶん

の 料 金
りょうきん

となります。ただし、複 数
ふくすう

の介護
かいご

従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

が交 代
こうたい

して指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
を 行
おこな

った場合
ばあい

は、１回
かい
の指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
の 料 金
りょうきん

となります。 
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（５） サービス訪 問
ほうもん

に関
かん
する交通費

こうつうひ
 

従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

が利用者
りようしゃ

のご自宅
じたく

に訪 問
ほうもん

するために要
よう
する交通費

こうつうひ
は無 料
むりょう

です。但
ただ
し、

通 常
つうじょう

の事 業
じぎょう

の 提 供
ていきょう

実施
じっし

地
ち
域
いき

以外
いがい

に訪 問
ほうもん

する場合
ばあい

や、買
か
い物
もの

又
また

は通 院
つういん

介 助
かいじょ

等
とう
の交通費
こうつうひ

は、利用者
りようしゃ

のご負担
ふたん

となります。 

・ 通 常
つうじょう

の事 業
じぎょう

の実施
じっし

地域
ちいき

を超
こ
えた地点

ちてん
から片 道

かたみち
１０キロメートルまで５００円

えん
 

・片 道
かたみち

１０キロメートル以 上
いじょう

５キロメートル増
ま
すごとに５００円

えん
に３００円

えん
を追加
ついか

 

（６） 料 金
りょうきん

の支 払
しはらい

方 法
ほうほう

 

毎 月
まいつき

１５日
にち
までに前 月 分

ぜんげつぶん
の 請 求
せいきゅう

をいたしますので、当 月
とうげつ

２５日
にち
までにお支払

しはら
い

ください。お支払
しはら

いいただきますと、 領 収 書
りょうしゅうしょ

を発 行
はっこう

いたします。 

お支 払
しはらい

方 法
ほうほう

は、銀 行
ぎんこう

振 込
ふりこみ

・口座
こうざ

振 替
ふりかえ

などございますので、ご利用
りよう

手続
てつづ

き時
じ
に選 択
せんたく

ください。（口座
こうざ

振 替
ふりかえ

は、別途
べっと

口座
こうざ

振 替
ふりかえ

依頼書
いらいしょ

を提
てい

出
しゅつ

していただきます。手 数 料
てすうりょう

は

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

となります。） 

 

４ サービスの利用
りよう

方 法
ほうほう

 

 （１）サービスの利用
りよう

開始
かいし

 

指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう
について介護

かいご
給付費
きゅうふひ

支 給
しきゅう

決 定
けってい

を受
う
けた方

かた
で、当 事 業 所

とうじぎょうしょ
のサー

ビス利用
りよう

を希望
きぼう

される方
かた
は、お電話

でんわ
等
とう
でご連 絡

れんらく
下
くだ
さい。当 事 業 所

とうじぎょうしょ
の 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

が

伺
うかが

い、当 事 業 所
とうじぎょうしょ

のサービス 提 供
ていきょう

に 係
かかわ

る 重 要
じゅうよう

事項
じこう

についてご説 明
せつめい

します。 

※特 定
とくてい

相 談
そうだん

支援事
しえんじ

業 者
ぎょうしゃ

にサービス等
とう

利用
りよう

計 画
けいかく

の作 成
さくせい

を依頼
いらい

している場合
ばあい

は、

事前
じぜん

に相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

へご相
そう

談
だん
ください。 
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 （２）サービスの中 止
ちゅうし

 

利用者
りようしゃ

は、事
じ
業 者
ぎょうしゃ

に対して、サービス 提 供
ていきょう

の３日前
みっかまえ

までに通知
つうち

をすることにより、

サービス利用
りよう

を中 止
ちゅうし

することができます。病 状
びょうじょう

の 急 変
きゅうへん

等
とう
やむを得

え
ない事 情

じじょう
でサー

ビス利用
りよう

を中 止
ちゅうし

する場合
ばあい

は、できるだけ早
はや
くご連 絡

れんらく
ください。 

 （３）サービスの 終 了
しゅうりょう

 

    ア 利用者
りようしゃ

のご都合
つごう

でサービスを 終 了
しゅうりょう

する場合
ばあい

 

サービスの 終 了
しゅうりょう

を希望
きぼう

する日
ひ
の１週 間 前

しゅうかんまえ
までにお申

もう
し出
で
ください。 

    イ 当 事 業 所
とうじぎょうしょ

の都合
つごう

でサービスを 終 了
しゅうりょう

する場合
ばあい

 

人 員
じんいん

不足
ぶそく

等
とう
やむを得

え
ない事 情

じじょう
により、サービスの 提 供

ていきょう
を 終 了
しゅうりょう

させていただ

く場合
ばあい

がございますが、その場合
ばあい

は、 終 了
しゅうりょう

１か月 前
げつまえ

までに文 書
ぶんしょ

で通知
つうち

いたしま

す。 

ウ 自動
じどう

終 了
しゅうりょう

 

      以下
いか

の場合
ばあい

は、双方
そうほう

の通知
つうち

がなくても、自動的
じどうてき

にサービスを終 了
しゅうりょう

いたします。 

・利用者
りようしゃ

が施設
しせつ

に 入 所
にゅうしょ

した場合 

・指定
してい

居 宅
きょたく

介
かい
護
ご
等
とう
の介護
かいご

給付費
きゅうふひ

支 給
しきゅう

期間
きかん

が 終 了
しゅうりょう

し、その後
ご
支 給
しきゅう

決 定
けってい

が

ない場合
ばあい

（所 定
しょてい

の期間
きかん

の経過
けいか

をもって 終 了
しゅうりょう

とします） 

      ・利用者
りようしゃ

が亡
な
くなられた場合 

エ その他
ほか

 

・利用者
りようしゃ

やご家族
かぞく

などが 当 事 業 所
とうじぎょうしょ

や 当 事 業 所
とうじぎょうしょ

の 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

に 対
たい

して

本 契 約
ほんけいやく

を継 続
けいぞく

し難
がた
いほどの背 信

はいしん
行為
こうい

を 行
おこな

った場合
ばあい

は、文 書
ぶんしょ

で通知
つうち

するこ

とにより、即座
そくざ

にサービスを 終 了
しゅうりょう

させていただく場合
ばあい

がございます。 
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５ サービス内 容
ないよう

に関
かん
する苦 情

くじょう
 

（１）当 事 業 所
とうじぎょうしょ

の相 談
そうだん

・苦 情
くじょう

窓 口
まどぐち

 

   ア 担 当 者
たんとうしゃ

  管理者
かんりしゃ

 

     電
でん

 話
わ
  ０１７－７６３－４５７５   ＦＡＸ

ふぁっくす
 ０１７－７６３－４５２２ 

     受付日
うけつけび

  月
げつ
～金
きん
（祝 祭 日
しゅくさいじつ

を除
のぞ
く） 

     受 付
うけつけ

時間
じかん

 午前
ごぜん

９時
じ
００分

ふん
～午後
ごご

６時
じ
００分

ふん
 

   イ 担 当 者
たんとうしゃ

  法 人
ほうじん

本部
ほんぶ

 

     電
でん

 話
わ
  ０１７－７６３－４５７０   ＦＡＸ

ふぁっくす
 ０１７－７３２－３７０７ 

     受付日
うけつけび

  月
げつ
～土曜日
どようび

 

           ※ただし、祝 祭 日
しゅくさいじつ

、年 末
ねんまつ

年始
ねんし

（１２ /
・
２９～１ /

・
３）を除く

のぞく
。 

     受 付
うけつけ

時間
じかん

 午前
ごぜん

９時
じ
００分

ふん
～午後
ごご

６時
じ
００分

ふん
 

           ※ただし、土曜日
どようび

は午前
ごぜん

９時
 じ

００分
  ふん

～午後
ごご

３時
 じ

００分
  ふん

 

（２）苦 情
くじょう

処理
しょり

体 制
たいせい

 

Ⅰ 処理
しょり

体 制
たいせい

 

管理者
かんりしゃ

を 中 心
ちゅうしん

とし、従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

等
とう
から構 成

こうせい
されるチームを作

つく
り、迅 速

じんそく
に処理
しょり

を

行
おこな

います。 

Ⅱ 手 順
てじゅん

 

① 予想
よそう

される苦 情
くじょう

についてあらかじめ対 応
たいおう

マニュアルを作 成
さくせい

し 研 修
けんしゅう

等
とう
を 行
おこな

い

ます。 

② 管理者
かんりしゃ

を 中 心
ちゅうしん

とする苦 情
くじょう

処理
しょり

チームにより事実
じじつ

関 係
かんけい

の調 査
ちょうさ

を速
すみ

やかに

行
おこな

います。 

③ 管理者
かんりしゃ

及
およ
び 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

等
とう
、場合
ばあい

によっては関 係
かんけい

機関
きかん

と連 絡
れんらく

をとり、改 善
かいぜん

措置
そち

を検 討
けんとう

します。 
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④ 利用者
りようしゃ

及
およ
びその家族

かぞく
に対
たい
し、事実

じじつ
関 係
かんけい

を説 明
せつめい

した上
うえ
で、適 切

てきせつ
な改 善
かいぜん

措置
そち

を

とる旨
むね

理解
りかい

して 頂
いただ

きます。 

⑤ 苦 情
くじょう

の事実
じじつ

を記録
きろく

し、施設
しせつ

のサービスの 向 上
こうじょう

を目指
めざ

すため、原 因
げんいん

及
およ
び改 善
かいぜん

措置
そち

後
ご
の経過
けいか

等
とう

必 要
ひつよう

書 類
しょるい

の整備
せいび

を 行
おこな

い保管
ほかん

します。 

  

 

◎苦 情
くじょう

処理
しょり

フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他
ほか

 

当 事 業 所
とうじぎょうしょ

以外
いがい

に、お住
す
まいの市 町 村

しちょうそん
の相 談
そうだん

・苦 情
くじょう

窓 口
まどぐち

等
とう
に苦 情
くじょう

を伝
つた
えるこ

とができます。 

ア 青森市
あおもりし

福祉部
ふくしぶ

 障
しょう

がい者
しゃ
支援課
しえんか

    T E L
でんわばんごう

０１７－７３４－５３２７             

イ 青 森 県
あおもりけん

社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

福祉
ふくし

サービス相 談
そうだん

センター 

（青 森 県
あおもりけん

運 営
うんえい

適 正
てきせい

化
か
委員会
いいんかい

） 

  T E L
でんわばんごう

０１７－７３１－３０３９ 

 

６ 緊 急
きんきゅう

時
じ
の対 応
たいおう

 

   サービス 提 供 中
ていきょうちゅう

に容 態
ようだい

の変化
へんか

等
とう
があった場合

ばあい
は、事前

じぜん
の打
う
ち合
あ
わせにより、主治医

しゅじい
、

救 急 隊
きゅうきゅうたい

、ご家族
かぞく

、相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

等
とう
へ連 絡
れんらく

をいたします。 

 

 

利用者及びご家族 事業所職員 

苦情処理担当者 苦情処理チーム 

事業所内に苦情内容及びその解決方法を明示 利用者及びご家族 
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７ 事故
じこ

発 生
はっせい

時
じ
の対 応
たいおう

 

サービスの 提 供 中
ていきょうちゅう

に事故
じこ

が発 生
はっせい

した場合
ばあい

は、利用者
りようしゃ

に対
たい
し応
おう

急 処 置
きゅうしょち

、医 療
いりょう

機関
きかん

への搬 送
はんそう

等
とう
の措置
そち

を講
こう
じ、速

すみ
やかに利用者

りようしゃ
がお住

す
まいの市 町 村

しちょうそん
、ご家族

かぞく
、相談

そうだん

支援事
しえんじ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう
に連 絡
れんらく

を 行
おこな

います。また、事故
じこ

の 状 況
じょうきょう

及
およ
び事故
じこ

に際
さい
してとった処置

しょち

について記録
きろく

するとともに、その原 因
げんいん

を解 明
かいめい

し、再 発
さいはつ

を防
ふせ
ぐための対 策

たいさく
を講
こう
じます。な

お、当 事 業 所
とうじぎょうしょ

の介護
かいご

サービスにより、利用者
りようしゃ

に対
たい
して 賠 償

ばいしょう
すべき事故

じこ
が発 生
はっせい

した場合
ばあい

は、速
すみ
やかに損 害

そんがい
賠 償
ばいしょう

いたします。（当 事 業 所
とうじぎょうしょ

は日 新
にっしん

火災
かさい

海 上
かいじょう

保険
ほけん

株 式
かぶしき

会 社
がいしゃ

と損 害
そんがい

賠 償
ばいしょう

保険
ほけん

契 約
けいやく

を結
むす
んでおります。） 

 

８ 身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

適正化
てきせいか

のための指針
ししん

 

 （１）身体
しんたい

拘束
こうそく

適正化
てきせいか

に関する
か ん す る

考え方
かんがえかた

 

   ア
あ

）基本的
きほんてき

な考え方
かんがえかた

 

     利用者
りようしゃ

の尊厳
そんげん

と主体性
しゅたいせい

を尊重
そんちょう

し、拘束
こうそく

を安易
あんい

に正当化
せいとうか

することなく職員
しょくいん

一人
ひとり

ひとりが 

     身体的
しんたいてき

・精神的
せいしんてき

弊害
へいがい

を理解
りかい

し、拘束
こうそく

廃止
はいし

に向けた
む け た

意識
いしき

を持ち
も ち

、身体
しんたい

拘束
こうそく

をしない支援
しえん

 

の実施
じっし

に努めます
つ と め ま す

。 

   イ
い

）身体
しんたい

拘束
こうそく

の原則
げんそく

禁止
きんし

 

     利用者
りようしゃ

の生命
せいめい

又
また

は身体
からだ

を保護
ほ ご

するため緊急
きんきゅう

やむを得ない
や む を え な い

場合
ばあい

を除き
のぞき

、身体的
しんたいてき

拘束
こうそく

その 

     他
た

の方法
ほうほう

により入居者
にゅうきょしゃ

の行動
こうどう

を制限
せいげん

することを禁止
きんし

します。 

   ウ
う

）拘束
こうそく

を行う
おこなう

基準
きじゅん

について 

     やむを得
え

ず身体
しんたい

拘束
こうそく

を行
おこな

う場合
ばあい

には、社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

青空会
あおぞらかい

「身体
しんたい

拘束
こうそく

に関
かん

するマニュ
ま に ゅ

 

     アル
あ る

」に沿
そ

って組織的
そしきてき

かつ慎重
しんちょう

に行
おこな

います。 

   エ）日常的
にちじょうてき

に身体的
しんたいてき

拘束
こうそく

を行う
おこなう

必要性
ひつようせい

を生じさせない
し ょ う じ さ せ な い

為
ため

に、利用者
りようしゃ

主体
しゅたい

の行動
こうどう

・尊厳
そんげん

ある 

     生活
せいかつ

に努め
つとめ

、利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

を確保
かくほ

する観点
かんてん

から、利用者
りようしゃ

の自由
じゆう

（身体的
しんたいてき

・精神的
せいしんてき

）を 
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安易
あんい

に妨げる
さまたげる

ような行動
こうどう

をしません。また、利用者
りようしゃ

の思い
おもい

を汲み取る
く み と る

、利用者
りようしゃ

の意向
いこう

 

に沿った
そ っ た

支援
しえん

を提供
ていきょう

し、個々
こ こ

に応じた
お う じ た

丁寧
ていねい

な対応
たいおう

をし、言葉
ことば

や応対
おうたい

等
など

で利用者
りようしゃ

の精神
せいしん

 

的
てき

な自由
じゆう

を妨げない
さまたげない

ように努
つと

めます。 

 

 （２）身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

適正化
てきせいか

のための体制
たいせい

 

   ア
あ

）身体
しんたい

拘束
こうそく

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の設置
せっち

及び
および

開催
かいさい

 

     身体
しんたい

拘束
こうそく

の適正化
てきせいか

に向けて
む け て

身体
しんたい

拘束
こうそく

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

を設置
せっち

し、その結果
けっか

について、職員
しょくいん

 

     に周知
しゅうち

徹底
てってい

を図る
はかる

。 

     委員会
いいんかい

は３ヵ月
３ か げ つ

に１回
１かい

、部門
ぶもん

会議内
かいぎない

での開催
かいさい

（通常
つうじょう

開催
かいさい

）と、身体
しんたい

拘束
こうそく

の適
てき

否
ひ

判断
はんだん

を 

     緊急
きんきゅう

に要する
よ う す る

場合
ばあい

の適宜
てきぎ

開催
かいさい

（適時
てきじ

委員会
いいんかい

）の２種類
しゅるい

とする。 

（通常
つうじょう

開催
かいさい

：４月
４がつ

、７月
７がつ

、１０月
１ ０ が つ

、１月） 

   イ
い

）委員会
いいんかい

の構成員
こうせいいん

 

     委員会
いいんかい

の構成員
こうせいいん

は、管理者
かんりしゃ

とし委員長
いいんちょう

は法人
ほうじん

が指名
しめい

する。委員長
いいんちょう

は身体
しんたい

拘束
こうそく

適正化
てきせいか

の 

     一連
いちれん

の措置
そ ち

を適
てき

切
せつ

に実施
じっし

するための担当者
たんとうしゃ

を兼任
けんにん

する。 

   ウ
う

）委員会
いいんかい

の検討
けんとう

項目
こうもく

 

     ・様式
ようしき

整備
せいび

  ・予防
よぼう

策
さく

の検討
けんとう

  ・研修
けんしゅう

実施
じっし

  ・身体
しんたい

拘束
こうそく

を行う
おこなう

際
さい

の判断
はんだん

 

 

 （３）身体
しんたい

拘束
こうそく

適正化
てきせいか

のため、定期的
ていきてき

な研修
けんしゅう

（年
ねん

２回
２かい

）及び
および

新規
しんき

採用
さいよう

時
じ

研修
けんしゅう

を実施
じっし

します。 

 

 （４）本人
ほんにん

又
また

は他
た

利用者
りようしゃ

の生命
せいめい

又
また

は身体
からだ

を保護
ほ ご

するための措置
そ ち

として緊急
きんきゅう

やむを得ず
や む を え ず

身体
しんたい

拘束
こうそく

 

    を行う
おこなう

場合
ばあい

は、社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

青空会
あおぞらかい

「身体
しんたい

拘束
こうそく

に関する
か ん す る

マニュアル
ま に ゅ あ る

」に沿った
そ っ た

手順
てじゅん

をふ 

まえて行います
おこないます

。 
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９ 秘密
ひみつ

の保持
ほじ

について 

（１） 当 該
とうがい

事 業 所
じぎょうしょ

の従 事 者
じゅうじしゃ

は、正 当
せいとう

な理由
りゆう

がなくその 業 務 上
ぎょうむじょう

知
し
り得
え
た利用者
りようしゃ

及
およ
びご家族

かぞく
の秘密
ひみつ

を漏
も
らしません。 

（２） 当 該
とうがい

事 業 所
じぎょうしょ

の 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

であった者
もの
は、正 当

せいとう
な理由
りゆう

がなくその 業 務 上
ぎょうむじょう

知
し

り得
え
た利用者
りようしゃ

及
およ
びご家族

かぞく
の秘密
ひみつ

を漏
も
らしません。 

（３） 事
じ
業 者
ぎょうしゃ

では、利用者
りようしゃ

の 医 療 上
いりょうじょう

緊 急
きんきゅう

の 必 要
ひつよう

がある場合
ばあい

又
また

はサービス

担 当 者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

等
とう
で必 要
ひつよう

がある場合
ばあい

に限
かぎ
り、あらかじめ文 書

ぶんしょ
による同意

どうい
を得
え
た上
うえ

で、必 要
ひつよう

な範囲内
はんいない

で利用者
りようしゃ

又
また
はご家族

かぞく
の個人
こじん

情 報
じょうほう

を用
もち
います。 
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令和   年    月    日 

 

指定
してい

居 宅
きょたく

介護
かいご

・指定
してい

重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の 提 供
ていきょう

開始
かいし

に当
あ
たり、利用者

りようしゃ
に対
たい
して本 書 面

ほんしょめん
に

基
もと
づいて、 重 要

じゅうよう
な事項
じこう

を説 明
せつめい

しました。 

 

          （事
じ
業 者
ぎょうしゃ

） 住
じゅう

  所
しょ

  青 森 県
あおもりけん

青森市
あおもりし

筒 井
つつい

４丁 目
ちょうめ

８番
ばん
１７号

ごう
 

         事 業 所 名
じぎょうしょめい

  社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

 青 空 会
あおぞらかい

 

                          ヘルパーステーションあおぞら   

                  

          説 明 者 名
せつめいしゃめい

                   

 

私
わたし

は、本 書 面
ほんしょめん

により、事
じ
業 者
ぎょうしゃ

から居 宅
きょたく

介護
かいご

・指定
してい

重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

についての 重 要
じゅうよう

事項
じこう

の説 明
せつめい

を受
う
け、サービスの 提 供

ていきょう
開始
かいし

に同意
どうい

します。 

          （利用者
りようしゃ

）   住
じゅう

  所
しょ

                      

 

氏
し
  名

めい
                       

 

 

（法 定
ほうてい

代理人
だいりじん

又
また
はご家族

かぞく
等
とう
） 住

じゅう
  所

しょ
                      

 

氏
し
  名

めい
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「虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関する
か ん す る

指針
ししん

」 

 

１ 虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

  利用者
りようしゃ

の尊厳
そんげん

を保持
ほ じ

するため、いかなる時
とき

も利用者
りようしゃ

に対
たい

して虐待
ぎゃくたい

を行
おこな

ってはならない。職員
しょくいん

は 

高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

について理解
りかい

し、虐待
ぎゃくたい

を未然
みぜん

に防
ふせ

ぐ方策
ほうさく

を共有
きょうゆう

します。 

 

２ 虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

のための体制
たいせい

 

  （１）高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

委員会
いいんかい

の設置
せっち

及
およ

び開催
かいさい

 

     虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に向
む

けて高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

委員会
いいんかい

を設置
せっち

し、その結果
けっか

について、職員
しょくいん

 

に周知
しゅうち

徹底
てってい

を図
はか

ります。 

委員会
いいんかい

は年
ねん

に２回
２かい

、部門
ぶもん

会議内
かいぎない

での開催
かいさい

（通常
つうじょう

開催
かいさい

６月
６がつ

、１２月
１ ２ が つ

）と、虐待
ぎゃくたい

発生
はっせい

時
じ

に要
よう

す 

る場合
ばあい

の適宜
てきぎ

開催
かいさい

（適時
てきじ

委員会
いいんかい

）の２種類
しゅるい

とします。 

  （２）委員会
いいんかい

の構成員
こうせいいん

 

     委員会
いいんかい

の構成員
こうせいいん

は、管理者
かんりしゃ

とし委員長
いいんちょう

は法人
ほうじん

が指名
しめい

します。委員長
いいんちょう

は虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

の一連
いちれん

の 

措置
そ ち

を適切
てきせつ

に実施
じっし

するための担当者
たんとうしゃ

を兼任
けんにん

します。 

  （３）委員会
いいんかい

の検討
けんとう

項目
こうもく

 

     高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

・不適切
ふてきせつ

なケア
け あ

の未然
みぜん

防止
ぼうし

の取り組み
と り く み

を目的
もくてき

とします。 

     ・様式
ようしき

整備
せいび

 

     ・虐待
ぎゃくたい

につながりかねない不適切
ふてきせつ

なケア
け あ

の発見
はっけん

・改善
かいぜん

の取組み
と り く み

 

     ・苦情
くじょう

の分析
ぶんせき

と再発
さいはつ

防止
ぼうし

に関する
か ん す る

取り組み
と り く み

 

     ・研修
けんしゅう

実施
じっし

 

     ・利用者
りようしゃ

のケース
け ー す

に応じた
お う じ た

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

に関する
か ん す る

検討
けんとう

 

     ・指針
ししん

およびマニュアル
ま に ゅ あ る

の定期的
ていきてき

な見直し
み な お し

と周知
しゅうち
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３ 虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

のため、定期的
ていきてき

な研修
けんしゅう

（２回
２かい

）及び
および

新規
しんき

採用
さいよう

時
じ

研修
けんしゅう

を実施
じっし

します。 

 

４ 虐待
ぎゃくたい

の定義
ていぎ

 

  （１）身体的
しんたいてき

虐待
ぎゃくたい

 

     高齢者
こうれいしゃ

の身体
しんたい

に外傷
がいしょう

が生じ
しょうじ

、又
また

は生じる
しょうじる

恐れ
おそれ

のある暴力
ぼうりょく

を加える
く わ え る

こと。また、正当
せいとう

な理由
りゆう

 

なく身体
からだ

を拘束
こうそく

すること 

  （２）介護
かいご

の放棄
ほうき

放任
ほうにん

 

     意図的
い と て き

、結果的
けっかてき

であるかを問わず
と わ ず

、行う
おこなう

べきサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

を放棄
ほうき

又
また

は放任
ほうにん

し、利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

 

環境
かんきょう

や、身体
しんたい

・精神
せいしん

状態
じょうたい

を悪化
あっか

させること 

  （３）心理的
しんりてき

虐待
ぎゃくたい

 

     利用者
りようしゃ

に対する
た い す る

著しい
いちじるしい

暴言
ぼうげん

又
また

は著しく
いちじるしく

拒絶的
きょぜつてき

な対応
たいおう

その他
そ の た

の高齢者
こうれいしゃ

に著しい
いちじるしい

心理的
しんりてき

外傷
がいしょう

 

を与え
あたえ

る言
るげん

動
どう

を行う
おこなう

こと 

  （４）性的
せいてき

虐待
ぎゃくたい

 

     利用者
りようしゃ

にわいせつな行為
こうい

をすること又
また

は利用者
りようしゃ

にわいせつな行為
こうい

をさせること 

  （５）経済的
けいざいてき

虐待
ぎゃくたい

 

     利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

の同意
どうい

なしに金銭
きんせん

を使用
しよう

する、または本人
ほんにん

が希望
きぼう

する金銭
きんせん

の使用
しよう

を理由
りゆう

なく制限
せいげん

 

すること 

 

５ 虐待
ぎゃくたい

発生
はっせい

時
じ

の考え方
かんがえかた

 

 職員
しょくいん

は、日頃
ひごろ

から虐待
ぎゃくたい

の早期
そうき

発見
はっけん

に努めなければ
つ と め な け れ ば

いけません。虐待
ぎゃくたい

の通報
つうほう

があった時
とき

、又
また

は 

虐待
ぎゃくたい

を発見
はっけん

した時
とき

は、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

委員会
いいんかい

に速やか
す み や か

に報告
ほうこく

します。 
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「感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

・まん延
ま ん え ん

防止
ぼうし

に関する
か ん す る

指針
ししん

」 

１ 感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

・まん延
ま ん え ん

防止
ぼうし

に関する
か ん す る

考え方
かんがえかた

 

感染症
かんせんしょう

発生
はっせい

時
じ

、まん延
ま ん え ん

しないように必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるための体制
たいせい

を整備
せいび

し、平素
へいそ

から対策
たいさく

を実施
じっし

 

するとともに、感染
かんせん

予防
よぼう

、感染症
かんせんしょう

発生
はっせい

時
じ

には迅速
じんそく

で適切
てきせつ

な対応
たいおう

が取れる
と れ る

よう取り組んで
と り く ん で

いきます。 

 

２ 感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

・まん延
ま ん え ん

防止
ぼうし

の体制
たいせい

 

 （１）感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

対策
たいさく

委員会
いいんかい

の設置
せっち

及び
および

開催
かいさい

 

    感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

に向けて
む け て

感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

対策
たいさく

委員会
いいんかい

を設置
せっち

し、感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

及び
および

まん延
ま ん え ん

の防止
ぼうし

のため 

の対策
たいさく

を検
けん

討
とう

します。委員会
いいんかい

は奇
き

数月
すうづき

に開催
かいさい

と、感染症
かんせんしょう

発生
はっせい

時
じ

緊急
きんきゅう

に要する
よ う す る

場合
ばあい

の適宜
てきぎ

開催
かいさい

 

（適時
てきじ

委員会
いいんかい

）の２種類
しゅるい

とします。 

 （２）委員会
いいんかい

の構成員
こうせいいん

 

    委員会
いいんかい

の構成員
こうせいいん

は、法人
ほうじん

が指名
しめい

し任期
にんき

を２年間
２ねんかん

とします。 

 （３）委員会
いいんかい

の検討
けんとう

項目
こうもく

 

   ・様式
ようしき

整備
せいび

  

・感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

対策
たいさく

及び
および

発生
はっせい

時
じ

の対応
たいおう

の検討
けんとう

 

   ・研修
けんしゅう

実施
じっし

 

   ・指針
ししん

およびマニュアル
ま に ゅ あ る

の定期的
ていきてき

な見直し
み な お し

と周知
しゅうち

 

 

３ 感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

対策
たいさく

及び
および

発生
はっせい

時
じ

まん延
ま ん え ん

防止
ぼうし

のため、定期的
ていきてき

な研修
けんしゅう

（年
ねん

２回
２かい

）、定期的
ていきてき

な訓練
くんれん

（年
ねん

２回
２かい

）、 

新規採
しんきさい

用
よう

時
じ

研修
けんしゅう

を実施
じっし

します。 
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４ 平常
へいじょう

時
じ

の対応
たいおう

 

 （１）感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

及び
および

まん延
ま ん え ん

の防止
ぼうし

のため、施設内
しせつない

の衛生
えいせい

保持
ほ じ

に努め
つとめ

、手洗い場
て あ ら い ば

、トイレ
と い れ

、汚物
おぶつ

処理
しょり

 

等
とう

の整
せい

備
び

と充実
じゅうじつ

に努める
つ と め る

とともに、日頃
ひごろ

から整理
せいり

整頓
せいとん

を心がけ
こころがけ

、換気
かんき

・清掃
せいそう

・消毒
しょうどく

を定期的
ていきてき

 

に実施
じっし

します。 

 （２）日頃
ひごろ

からの職員
しょくいん

の手洗い
て あ ら い

、手指
しゅし

消毒
しょうどく

、うがいを徹底
てってい

し、感染症
かんせんしょう

の流行
りゅうこう

が見られた
み ら れ た

場合
ばあい

には 

マスク
ま す く

を着
き

用
よう

します。また、利用者
りようしゃ

にも注意
ちゅうい

喚起
かんき

をして可能
かのう

な限り
かぎり

の感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

をお願い
お ね が い

し 

ます。その他
そ の た

、血液
けつえき

・体液
たいえき

・排泄物
はいせつぶつ

・嘔吐物
おうとぶつ

等
など

を扱う
あつかう

場面
ばめん

では最新
さいしん

の注意
ちゅうい

を払い
はらい

、適切
てきせつ

な方法
ほうほう

 

で対処
たいしょ

します。利用者
りようしゃ

の変化
へんか

をできるだけ早く
はやく

発見
はっけん

するために健康
けんこう

状態
じょうたい

を常に
つねに

注意
ちゅうい

深く
ぶかく

観察
かんさつ

 

します。 

 （３）面会者
めんかいしゃ

への衛生
えいせい

管理
かんり

の周知
しゅうち

徹底
てってい

を図り
はかり

まん延
ま ん え ん

防止
ぼうし

に努めます
つ と め ま す

。マスク
ま す く

の着用
ちゃくよう

や手指
しゅし

消毒
しょうどく

等
など

 

感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の協 力
きょうりょく

を依頼
いらい

し、感染
かんせん

状 況
じょうきょう

によっては面会
めんかい

や外来
がいらい

の制限
せいげん

の対策
たいさく

を取ります
と り ま す

。 

 

５ 発生
はっせい

時
じ

の対応
たいおう

 

  万が一
まんがいち

、感染症
かんせんしょう

及び
および

食 中 毒
しょくちゅうどく

が発生
はっせい

した場合
ばあい

は、法人
ほうじん

の感染症
かんせんしょう

対応
たいおう

マニュアル
ま に ゅ あ る

に沿って
そ っ て

対応
たいおう

を 

図ります
は か り ま す

。 

 

 

「ハラスメント
は ら す め ん と

対策
たいさく

に関する
か ん す る

指針
ししん

」 

１ ハラスメント
は ら す め ん と

に関する
か ん す る

考え方
かんがえかた

 

ハラスメント
は ら す め ん と

防止
ぼうし

対策
たいさく

に必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるための体制
たいせい

を整備
せいび

し、相談
そうだん

・苦情
くじょう

があった時
とき

には迅速
じんそく

 

で適切
てきせつ

な対応
たいおう

が取れる
と れ る

よう取り組んで
と り く ん で

いきます。 
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２ ハラスメント
は ら す め ん と

防止
ぼうし

対策
たいさく

の体制
たいせい

 

 （１）ハラスメント
は ら す め ん と

対策
たいさく

委員会
いいんかい

の設置
せっち

及び
および

開催
かいさい

 

    ハラスメント
は ら す め ん と

防止
ぼうし

に向け
む け

ハラスメント
は ら す め ん と

対策
たいさく

委員会
いいんかい

を設置
せっち

します。委員会
いいんかい

は毎月
まいつき

開催
かいさい

と、 

ハラスメント
は ら す め ん と

に関する
か ん す る

相談
そうだん

・苦情
くじょう

があった場合
ばあい

の適宜
てきぎ

開催
かいさい

（適時
てきじ

委員会
いいんかい

）の２種類
しゅるい

とします。 

 （２）委員会
いいんかい

の構成員
こうせいいん

 

    委員会
いいんかい

の構
こう

成員
せいいん

は、法人
ほうじん

が指名
しめい

し任期
にんき

を２年間
２ねんかん

とする。 

 （３）委員会
いいんかい

の検討
けんとう

項目
こうもく

 

   ・ハラスメント
は ら す め ん と

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せっち

及び
および

周知
しゅうち

 

   ・トップメッセージ
と っ ぷ め っ せ ー じ

の発信
はっしん

。「ハラスメント
は ら す め ん と

は許しません
ゆ る し ま せ ん

」ポスター
ぽ す た ー

掲示
けいじ

。 

・様式
ようしき

整備
せいび

  

・ハラスメント
は ら す め ん と

に関する
か ん す る

相談
そうだん

・苦情
くじょう

を受けた
う け た

時
とき

の対応
たいおう

の検討
けんとう

 

   ・研修
けんしゅう

実施
じっし

 

   ・指針
ししん

およびマニュアル
ま に ゅ あ る

の定期的
ていきてき

な見直し
み な お し

と周知
しゅうち

 

 

３ 平常
へいじょう

時
じ

の対応
たいおう

 

  日頃
ひごろ

から、意識
いしき

調査
ちょうさ

のためのアンケート
あ ん け ー と

実施
じっし

やハラスメント
は ら す め ん と

種類
しゅるい

の紹介
しょうかい

、実例
じつれい

の紹介
しょうかい

等
など

を実施
じっし

し 

ハラスメ
は ら す め

ント
ん と

防止
ぼうし

の意識
いしき

を持ち
も ち

「働きやすい
は た ら き や す い

職場
しょくば

環境づくり
かんきょうづくり

」に取り組みます
と り く み ま す

。 

 

４ ハラスメント
は ら す め ん と

に関する
か ん す る

相談
そうだん

・苦情
くじょう

があった時
とき

の対応
たいおう

 

  万が一
まんがいち

、ハラスメント
は ら す め ん と

に関する
か ん す る

相談
そうだん

・苦情
くじょう

があった場合
ばあい

は、法人
ほうじん

のハラスメント
は ら す め ん と

相談
そうだん

窓口
まどぐち

対応
たいおう

 

マニュアル
ま に ゅ あ る

及び
および

ハラスメント
は ら す め ん と

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

対応
たいおう

マニュアル
ま に ゅ あ る

に沿って
そ っ て

対応
たいおう

を図ります
は か り ま す

。 

 

※
こめじるし

「高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関する
か ん す る

指針
ししん

」「感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

・まん延
ま ん え ん

防止
ぼうし

に関する
か ん す る

指針
ししん

」「ハラスメント
は ら す め ん と

対策
たいさく

 

に関する
か ん す る

指針
ししん

」は利用者
りようしゃ

及び
および

ご家族
ご か ぞ く

が自由
じゆう

に閲覧
えつらん

をできるように施設内
しせつない

にて掲示
けいじ

します。 
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平成２５年 ４月 １日作成 

平成２５年 ６月 １日一部変更 

平成２６年 ４月 １日一部変更 

平成２６年 ８月３１日一部変更 

平成２７年 ４月 １日一部変更 

平成３０年 ７月 １日一部変更 

令和 ２年 ９月１６日一部変更 

令和 ３年 ４月 １日一部変更 

令和 ３年１０月 １日一部変更 

令和 ４年１０月 １日一部変更 

令和 ６年 ４月 １日一部変更 


